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包括同意基準作成時の留意事項（まとめ） 

 

 

包括同意基準について、当該基準の概要を整理すると共に、当該内容にかかる技術的助言及び連絡会議

参加 13 自治体へのアンケート・京都市への追加ヒアリング等から包括同意基準作成時の留意点を整理し

た。 

 

１ 包括同意基準の概要 

包括同意基準の概要については、建築基準法第 3 条第 1 項第 3 号の規定の運用として、国土交通省

が技術的助言を通知しており、ここでは以下にその内容を示す。⇒ｐ9-10 参照 

 

１ 歴史的建築物の保存活用が円滑に進むよう、地方公共団体が建築審査会の同意のための基準（以

下「同意基準」という。）を定め、当該同意基準についてあらかじめ建築審査会の包括的な了承を

得ることにより、別途、地方公共団体に設ける歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等

により構成される委員会等において個別の歴史的建築物について同意基準に適合することが認め

られた場合にあっては、建築審査会の個別の審査を経ずに、建築審査会の同意があったものとみな

すことができること。 

 

２ 建築審査会における同意基準の策定に当たっては、地域における歴史的建築物の実情や要望、歴史的

建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等の意見を十分踏まえて対応すること。 

    また、同意基準の内容としては、次のような事項を定めることが考えられること。 

ⅰ）条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置が講じられていること。 

ⅱ）建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安全性の確保に配

慮されていること。 

ⅲ）防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び消防活動の円滑性の確

保に配慮されていること。 

ⅳ）在館者の避難安全性の確保に配慮されていること。 

 

３ 条例を定める地方公共団体が特定行政庁でない場合、特定行政庁である都道府県知事は、当該

地方公共団体の意向を十分踏まえ対応すること。 

なお、条例を定める地方公共団体が、特定行政庁である場合と特定行政庁でない場合のそれぞれ

の手続きの流れについて、別紙２のとおり整理したので参考にされたい。 

 

 

  

資料３-２ 
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２ 包括同意基準を作成するメリット 

・包括同意基準を作成するメリットは主に以下の 2 点にまとめられる。 

 

① 包括同意基準の対象となる建築物について、具体的な事項が基準として明示されるため、所有者及

び設計者がどのような対応（改修）をすれば基準を満たすことができるかが、事前に把握すること

ができる。 

② 建築審査会の回数を軽減することができるため、手続き期間を短縮することができる。 

 

■事例（京都市） 

包括同意基準を作成に至った経緯 

包括同意基準を作成するに至った経緯 

・平成２４年４月から景観的，文化的に特に重要な木造建築物を良好な状態で次世代に継承する

ため，京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例を施行し，平成２５年１１月に，

対象建築物を木造以外の建築物にも拡大する条例改正を行い，条例名称も現在の「京都市歴史

的建築物の保存及び活用に関する条例」に改正した。 

・平成２５年度末の時点で，登録件数が２件に留まっていたが，本市の実施計画（はばたけ未来

へ！京プラン）において平成３２年度までの保存建築物登録軒数を５５軒に目標設定し，一般

の京町家へも対象を拡大して汎用性のある制度とすることで目標を達成するため，平成２８年

度に標準的な規模の京町家を対象とした包括同意基準を制定した。 

包括同意基準の手続き期間 

・手続き期間は、個別同意の約半分に短縮 

（個別同意（約３か月）→包括同意（約１か月半）） 

 

３ 包括同意基準作成・運用に当たっての留意点 

・包括同意基準作成・運用時の留意点を以下の時点毎に整理した。 

 包括同意基準を作成する際（３-１） 

 包括同意基準を運用する際（３-２） 

 

３－１ 包括同意基準を作成する際の留意点 

１）包括同意基準を定める対象を明確にする 

①建築物の規模 

・地域に有する歴史的建築物のうち、建築物群の現況を具体的に調査し、共通する項目（内容）

を把握、整理した上で、共通して求められる内容（規模、構造、高さ等）を基準化する。 

②建築物の用途 

   ・地域で活用ニーズが高い用途を検討、整理し、包括同意対象となる用途を基準化する。 

③増改築等の制限 

・活用の際に改修ニーズが高いものについて整理し、共通して必要と考えられる改修について、

どの程度の改修であれば、建築物全体に影響を与えない工事なのかを包括同意内容として基

準化する。 
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■事例（京都市） 

①建築物の規模 

 階数が２以下で、かつ、地階を有しないもの 

 建築物の高さが 10ｍ以下で、かつ、軒の高さが 9ｍ以下のもの 

 延べ面積が 200 ㎡以内のもの 

 長屋建てでないもの 

【上記規模とした理由】 

・京町家のほとんどが２階以下（地階無）で，８割以上が 200 ㎡以内。 

→よって、８割以上の京町家が対象となる。 

・高さ 10ｍ及び軒高 9ｍは法第 55 条（一低層・二低層内における高さの限度）と法第 56

条の 2（日影規制）との関係を留意。 

→想定される京町家の規模を考慮し，適用される基準を減らすことで，基準を簡素化・単

純化。 

・長屋建てを対象外とした理由は、①地震に対する安全性は，住戸ごとではなく，1 棟ごと

に確保される必要があること，②所有者が異なることが多く，意思決定に時間を要するこ

と等。 

②建築物の用途 

 住宅，一定の兼用住宅、物品販売業を営む店舗、飲食店、旅館 

【上記規模とした理由】 

・活用ニーズが多いと考えられる用途とした。 

③増改築等の制限 

 小規模な増築（10 ㎡以下）であれば可能 

 大規模の修繕・模様替 

【上記規模とした理由】 

・10 ㎡以内の小規模増築は、京町家に元々付帯していない水回りの規模を想定。 

なお，法 86 条の 7 に既存建築物に対する制限の緩和が定められており，構造規定に関し

ては，延べ面積の 1/20 かつ 50 ㎡以下で，既存部分の構造耐力上の危険性が増大しない

場合については，遡及適用されないが，延べ面積 100 ㎡の京町家の場合，延べ面積の 1/20

が，5 ㎡となり，水回りに必要な面積が確保できないという課題がある。 

 

２）対象となる建築物の歴史的価値を失わない基準を具体的に定める 

・対象となる建築物の歴史的価値を失わず、かつ安全性の確保が両立可能な基準について、「安全基準」

及び「維持管理方法の基準」毎に作成する 

・特に、手続きを簡略化し実際に使いやすくすることが主眼となるため，現実的なケーススタディや実

務担当者等へのヒアリングを行い、設計者にとって見通しをたてやすい基準となっているかを確か

めることが重要である。 

 



5 

 

 

●安全基準 

・当該建築物の保存活用に際し、以下のような視点に基づき、安全基準を定める。 

 ①適合させることが困難でない基準や安全性の確保のために重要な基準は現行の法及び条例への適合

を求める。 

 ②適合させることが困難な条文については、当該建築物の歴史的意匠、形態等を残しながら、安全性の

確保が可能な代替基準を定める。 

 ③既存不適格部分については、既存不適格の継続を認める基準とする。 

 

■事例（京都市） 

・京町家の保存活用にあたり，適合させることが困難でない基準や安全性等の確保のために重

要な基準については，現行の法及び条例への適合を求めることとしている。（包括同意基準

第３の２⑴エ及びオ並びに⑵エ及びオ） 

・京町家の保存活用を行ううえで，適合させることが困難な条文については，京町家の意匠形

態意を残しながら，安全性の確保が可能な代替基準を定めている。（包括同意基準第３の２

⑴カ及び⑵カ） 

・増築等を行う部分以外の部分の既存不適格については，法第 86 条の 7 において緩和が定め

られているものと同様に既存不適格の継続を認める基準としている。（包括同意基準第３の

２⑴キ及び⑵キ） 

 

●維持管理方法の基準 

・当該建築物の維持管理の方法について、以下のような内容を定める。 

①建築物及びその敷地、建築設備について、部位の仕様に応じた点検項目及び点検スケジュールの作成 

②避難経路及び消防用設備等について、部位の仕様に応じた点検項目及び点検スケジュールの作成 

③建築物が一定程度以上の地震や台風の外力を受けた場合の、臨時点検の実施 

④保存建築物の種類や劣化状況が異なる場合、保存活用計画の変更がある場合等を鑑み、必要に応じた

維持管理方法の見直し・変更を行うことの位置づけ 

 

■事例（京都市） 

・古くは，出入りの大工が家の不具合を見つけては修繕するといったシステムや衛生掃除と

呼ばれた町内一斉の大掃除では畳を上げ，床下の状況を点検する機会があった。京町家に

はこのような伝統的な維持管理の文化が根付いていた。 

・現代においても，このような定期的な維持管理により，建物を大切に扱っていくことが重

要であることから，ここでは，保存活用計画に下記の内容を定めるとともに，５年ごとに

条例第１１条に規定する報告を京都市長に対し行うことを定めることを求めている。 

・建築物及びその敷地並びに建築設備について，これらの部位の仕様に応じて，それぞれ点

検の項目（沈下，避難経路の確保，ひび割れ，腐朽，蟻害，剥がれ，漏水等）を適切に定

め，５年に１回以上点検を行うことを求めている。 
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・避難経路及び消防用設備等について，これらの部位の仕様に応じて，それぞれ点検の項目

（避難経路の確保，非常用照明の点灯確認，消火設備の使用期限の確認等）を適切に定

め，６カ月に１回以上点検を行うことを求めている。 

・点検の結果を踏まえ，必要に応じて，調査，修繕又は改良を行うことを求めている。 

・建築物が，一定程度以上の地震や台風の外力を受けた場合には，臨時点検をすることを求

めている。 

・維持管理の計画は，ある想定された条件を前提に定められるものであり，実際は様々な要

因によって，前提としていない状況になることも考えられる。このため，劣化状況や保存

活用計画そのものの変更があった場合等に，必要に応じて，維持管理の方法の見直しや変

更を行うことを求めている。 

 

３）作成した「包括同意基準案」及び「専門委員会等」について建築審査会で包括的了承を得る 

・作成した包括同意基準案を建築審査会においてあらかじめ、了承を得る。 

・併せて、別途地方公共団体に設ける歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等により構

成される委員会等（以下専門委員会等と略記）の構成委員の承認を得る。⇒p１、p9-10 参照 

 

■事例（京都市） 

 包括同意基準作成に要した期間 

調査研究：平成２６年度及び平成２７年度の２年間 

基準作成：平成２８年４月から１２月までの９ヶ月（※並行して，以下の建築審査会にお

ける審議，歴史的建築物保存活用アドバイザーや実務者へのヒアリング，関係

部局会議を実施。） 

 建築審査会における審議の回数 

事前相談：３回（平成２８年６月，９月，１０月） 

制  定：平成２９年１月 

 建築審査会委員からの主な意見内容 

・ 京町家の定義をどのように考えているか。 

・ 地震や火災について，それぞれの基準の検証が必要。 

・ 軒先が道路に突出している場合は，道路法との関係でどのように整理されるのか。 

・ 伝統的な木造建築物が持つ減災文化に対する考え方を発掘し，保存活用計画に記述さ

れ，継承されていくべきである。 

・ 手続きを簡略化して使いやすくしようというところに主眼があるので，なるべく簡単

にできる方法を考えていくことが重要。 

 建築審査会委員以外の方でご意見を伺った有識者等がいる場合の、専門分野及び相談内容 

・京都市歴史的建築物保存活用アドバイザーへのヒアリング ４名 

・ 実務者へのヒアリング １７２名 

実務者向け説明会 ７６名 

京町家改修に多く取り組んでいる設計者（個別ヒアリング） ６名 
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建築関係団体 ３団体 ４７名 

京町家に係る市民活動団体等 ５団体 ４３名 

 

３－２ 包括同意基準を運用する際の留意点 

・あらかじめ建築審査会の了承を得た包括同意基準を具体的に運用する際は、専門委員会等を開催

し、建築審査会の同意を得たとみなし、運用する。⇒p１、p9-10 参照 

・所有者や設計者に疑問点等があった場合、気軽に相談できる体制の構築や、当該基準を使用しても

らうためのマニュアル等を充実させることも重要である。 

 

■事例（京都市） 

 具体の運用プロセス（個別同意時との運用の違い（手続き期間、短縮内容等）） 

・個別同意の場合は，個別の計画に応じた代替措置を検討する必要があり，これに時間

を要していたところ，包括同意の場合は，基準が明確であるため，協議に要する期間

が短縮される。 

・京都市の場合，包括同意の場合も，条例に基づく建築審査会への意見聴取が必要であ

るが，建築審査会資料を定型化することが可能であるため，資料作成の時間が短縮さ

れる。 

 専門委員会等の設置、運営状況等 

・専門委員会は設置していない。 

 その他当該時点の課題点や考慮すべき内容 

・京都市の場合，歴史的建築物保存活用アドバイザーがいるため，疑問点等があった場合，

相談することが可能であるが，気軽に専門家に相談できる体制があると運用や制度改善

が行いやすい。 
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４ その他、参考意見（京都市より） 

 

・包括同意基準を運用する際の留意点として、以下のご意見を頂いている。 

 

・京町家を含む建築基準法施行日以前の建築物については，増築等が一切行えないと認識して

いる設計者等が多く，行政に相談する前に諦めているケースが多いように思われる。一定の

安全性等を確保することにより，増築等ができるという認識を広めていくことが必要。ま

た，設計者側の経験やノウハウの共有も必要。 

・定型的な運用となることがないよう，適宜，個別案件の検討と並行した基準の充実が必要。 

・歴史的建築物を保存し，活用する立場で審査や協議を行うことができる建築確認事務等の建

基法令運用の経験のある職員の確保が必要である。 
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参考 

国住指第１号 

平成 26年４月１日 

 

各都道府県建築行政主務部長 殿 

 

国土交通省住宅局建築指導課長   

 

 

建築基準法第３条第１項第３号の規定の運用等について（技術的助言） 

 

 

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）第３条第１項第３号の規定

により、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 182 条第２項の条例その他の条例の

定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている指定文化財

等のほか、古民家、武家屋敷、庄屋等の歴史的建築物であって、特定行政庁が建築審査会

の同意を得て指定したものについては、法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用

しないこととされており、「都市計画法及び建築基準法の一部の改正等について」（平成

５年６月 25日付け都計発第 90号事務次官通知）、「都市計画法及び建築基準法の一部を

改正する法律等の施行について」（平成５年６月 25 日付け住指発第 224号住宅局長通知）

及び「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」（平成５年６

月 25日付住指発第 225号・住街発第 94号建築指導課長・市街地建築課長通知）において

この扱いを定めているところである。 

 今般、「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」（平成 25年 10 月 18日 日

本経済再生本部決定）（別紙１）を踏まえ、古民家等の歴史的建築物の保存活用に向け、

制度の円滑化を図る観点から、法第３条第１項第３号の規定の運用に関して、下記のとお

り通知する。 

 なお、今回の措置を有効に活用していただくため、本規定の適用の考え方について疑問

があれば、国土交通省住宅局建築指導課に対しご相談いただきたい。 

 また、今後、全国で実施された本規定の適用事例を収集し全国に情報提供する予定であ

るので、事例提供にご協力いただくとともに、条例が定められた場合にあっては、その内

容、手続き等について国土交通省住宅局建築指導課までご報告いただくようお願いする。 
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 貴職におかれては、貴管内の地方公共団体に対してもこの旨周知いただくようお願いす

る。なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に

基づく技術的助言であることを申し添える。 

 

 

記 

 

１．法第３条第１項第３号の規定の適用に当たっては、歴史的建築物の保存活用が円滑に

進むよう、地方公共団体が建築審査会の同意のための基準（以下「同意基準」という。）

を定め、当該同意基準についてあらかじめ建築審査会の包括的な了承を得ることにより、

別途、地方公共団体に設ける歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等により

構成される委員会等において個別の歴史的建築物について同意基準に適合することが認

められた場合にあっては、建築審査会の個別の審査を経ずに、建築審査会の同意があっ

たものとみなすことができること。 

 

２．建築審査会における同意基準の策定に当たっては、地域における歴史的建築物の実情

や要望、歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等の意見を十分踏まえて対応

すること。 

  また、同意基準の内容としては、次のような事項を定めることが考えられること。 

ⅰ）条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置が講じられていること。 

ⅱ）建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安

全性の確保に配慮されていること。 

ⅲ）防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び消防活

動の円滑性の確保に配慮されていること。 

ⅳ）在館者の避難安全性の確保に配慮されていること。 

 

３．条例を定める地方公共団体が特定行政庁でない場合、特定行政庁である都道府県知事

は、当該地方公共団体の意向を十分踏まえ対応すること。 

なお、条例を定める地方公共団体が、特定行政庁である場合と特定行政庁でない場合

のそれぞれの手続きの流れについて、別紙２のとおり整理したので参考にされたい。 

 

 


